
高橋雅宏司法書士事務所

①相続登記（評価額3,000万円以内） ４０，０００円 登録免許税

（評価額1,000万円増す毎に2,000円加算） 　評価額×1,000分の4

（不動産の個数×1,000円加算）

②遺産分割協議書作成 １通 １０，０００円

③相続関係図 １通 ５，０００円

④相続情報一覧図 １０，０００円

⑤戸籍・除籍謄本調査 １通 ２，０００円 除籍謄本

１通 750円

戸籍謄本

１通 450円

⑥登記事項証明書調査 １通 １，０００円 登記事項証明書
１通 500円

①贈与登記（評価額3,000万円以内） ４０，０００円 登録免許税

（評価額1,000万円増す毎に2,000円加算） 　評価額×1,000分の20

（不動産の個数×1,000円加算）

②不動産贈与契約書作成 １通 １０，０００円

①売買登記（評価額3,000万円以内） ４０，０００円 登録免許税

（評価額1,000万円増す毎に2,000円加算） 　土地評価額×1,000分の15

（不動産の個数×1,000円加算） 建物評価額×1,000分の20

　（減額になる場合有り）

②不動産売買契約書作成 １通 １０，０００円

③本人確認調査 １０，０００円

報　酬（消費税別）

報酬額表

実　費

報　酬（消費税別） 実　費

報　酬（消費税別） 実　費



高橋雅宏司法書士事務所

①遺言書作成サポート ５０，０００円

②相続放棄申述申立 ３０，０００円

③特別代理人選任申立 ５０，０００円

④不在者財産管理人選任申立 １００，０００円

⑤相続財産管理人選任申立 １００，０００円

⑥未成年後見人選任申立 １００，０００円

⑦遺言書検認申立 ３０，０００円

⑧遺言執行者選任申立 １００，０００円

⑨遺産分割調停申立 １００，０００円

①遺言執行者受任遺言執行業務 家庭裁判所の報酬付与審判額

②遺産承継分配業務 ２００，０００円～

報酬額表

報　酬（消費税別）

報　酬（消費税別）


